
【都市計画法】関係条文抜粋 

（工事完了の検査）  

第三十六条  開発許可を受けた者は、当該開発区域（開発区域を工区に分けたときは、工

区）の全部について当該開発行為に関する工事（当該開発行為に関する工事のうち公共施

設に関する部分については、当該公共施設に関する工事）を完了したときは、国土交通省

令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。  

 

２  都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該工事が開発許

可の内容に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該開発

許可の内容に適合していると認めたときは、国土交通省令で定める様式の検査済証を当該

開発許可を受けた者に交付しなければならない。 

 

  ３  都道府県知事は、前項の規定により検査済証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省

令で定めるところにより、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。  

 

（建築制限等）  

第三十七条  開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第三項の公告がある

までの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各号の

一に該当するときは、この限りでない。  

 

一  当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設すると

き、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき。 

  

二  第三十三条第一項第十四号に規定する同意をしていない者が、その権利の行使として

建築物を建築し、又は特定工作物を建設するとき。 

 

【都市計画法施行規則】関係条文抜粋 

（工事完了の届出）  

第二十九条  法第三十六条第一項 の規定による届出は、開発行為に関する工事を完了し

たときは別記様式第四の工事完了届出書を、開発行為に関する工事のうち公共施設に関

する工事を完了したときは別記様式第五の公共施設工事完了届出書を提出して行なうもの

とする。  

 

（検査済証の様式）  

第三十条  法第三十六条第二項 に規定する検査済証の様式は、開発行為に関する工事を

完了したものに係る検査済証にあつては別記様式第六とし、開発行為に関する工事のうち

公共施設に関する工事を完了したものに係る検査済証にあつては別記様式第七とする。 

  

（工事完了公告）  

第三十一条  法第三十六条第三項 に規定する工事の完了の公告は、開発行為に関する工

事を完了した場合にあつては開発区域又は工区に含まれる地域の名称並びに開発許可を

受けた者の住所及び氏名を明示して、開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工

事を完了した場合にあつては開発区域又は工区に含まれる地域の名称、公共施設の種

類、位置及び区域並びに開発許可を受けた者の住所及び氏名を明示して、都道府県知事

の定める方法で行なうものとする。  

 


